
公有財産取扱規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第27号

公有財産取扱規則の一部を改正する規則

公有財産取扱規則（昭和39年宮崎県規則第20号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。
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規規 則則

改正後改正前

（公有財産の貸付け）

第14条 部局の長は、公有財産を借り受けようとする者については

、個人にあっては公有財産借受申請書（別記様式第６号）を、法

人又は法人格を有しない団体（以下「法人等」という。）にあっ

ては公有財産借受申請書及び役員等一覧（別記様式第６号の２）

を提出させ、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかに

しなければならない。ただし、役員等一覧の提出については、国

、地方公共団体その他公共団体に貸し付けるときはこの限りでな

い。

（１）～（11） ［略］

（12） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう

。以下同じ。）又は暴力団関係者（暴力団員（同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ

。）でないこと。

（13） ［略］

２ ［略］

３ 部局の長は、前２項の規定により、公有財産を貸し付けたとき

（１月以内の貸付けの場合を除く。）は、速やかに公有財産貸付

通知書（別記様式第６号の３）により、総務部長に通知しなけれ

ばならない。

（公有財産の貸付期間の延長及び更新）

第19条 部局の長は、公有財産の借受人が、貸付期間の延長又は更

新を希望するときは、個人にあっては公有財産借受延長（更新）

申請書（別記様式第９号）を、法人等にあっては公有財産借受延

長（更新）申請書及び役員等一覧を借受期間満了の日前15日まで

（公有財産の貸付け）

第14条 部局の長は、公有財産を借り受けようとする者については

、公有財産借受申請書（別記様式第６号）を提出させ、決裁を受

けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

（１）～（11） ［略］

（12） ［略］

２ ［略］

３ 部局の長は、前２項の規定により、公有財産を貸し付けたとき

（１月以内の貸付けの場合を除く。）は、速やかに公有財産貸付

通知書（別記様式第６号の２）により、総務部長に通知しなけれ

ばならない。

（公有財産の貸付期間の延長及び更新）

第19条 部局の長は、公有財産の借受人が、貸付期間の延長又は更

新を希望するときは、公有財産借受期間延長（更新）申請書（別

記様式第９号）を借受期間満了の日前15日までに提出させ、決裁

を受けなければならない。



宮 崎 県 公 報

別記様式第６号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 2害

に提出させ、決裁を受けなければならない。ただし、役員等一覧

の提出については、国、地方公共団体その他公共団体に貸し付け

るときはこの限りでない。

（守るべき事項等）

第20条 ［略］

２ 借受人が、貸付財産を破損し、若しくは荒廃させた場合、知事

の承認を経ないで前項各号の規定に違反した場合又は公有財産借

受申請書に掲げる誓約事項その他契約条項に違反した場合は、そ

の損害を賠償させ、いつでも契約を解除することができる。

３ ［略］

（行政財産の目的外使用許可）

第24条 部局の長は、行政財産の目的外使用の許可を受けようとす

る者については、個人又は国、地方公共団体その他公共団体にあ

っては行政財産使用許可申請書（別記様式第13号）を、それ以外

の法人等にあっては行政財産使用許可申請書及び役員等一覧を提

出させ、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにしな

ければならない。ただし、総務部長が特に必要がないと認める場

合にあっては、この限りでない。

（１）～（11） ［略］

（12） 暴力団又は暴力団関係者でないこと。

（13） ［略］

２ 部局の長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用

許可書（別記様式第14号）を使用許可の申請をした者に交付しな

ければならない。この場合において、行政財産使用許可書には、

次に掲げる条件を付すものとする。ただし、財産の性質によって

は、その一部を変更し、又は省略することができる。

（１）～（６） ［略］

（７） 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は

使用許可条件若しくは行政財産使用許可申請書に掲げる誓約事

項に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を

加えること。

（８）・（９） ［略］

３・４ ［略］

（守るべき事項等）

第20条 ［略］

２ 借受人が、貸付財産を破損し、若しくは荒廃させた場合又は知

事の承認を経ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、若し

くは他人に転貸した場合及びその他契約条項に違反した場合は、

その損害を賠償させ、いつでも契約を解除することができる。

３ ［略］

（行政財産の目的外使用許可）

第24条 部局の長は、行政財産の目的外使用の許可を受けようとす

る者については、行政財産使用許可申請書（別記様式第13号）を

提出させ、決裁を受けるに当たって次に掲げる事項を明らかにし

なければならない。ただし、総務部長が特に必要がないと認める

場合にあっては、この限りでない。

（１）～（11） ［略］

（12） ［略］

２ 部局の長は、行政財産の使用を許可したときは、行政財産使用

許可書（別記様式第14号）を使用許可の申請をした者に交付しな

ければならない。この場合において、行政財産使用許可書には、

次に掲げる条件を付すものとする。ただし、財産の性質によって

は、その一部を変更し、又は省略することができる。

（１）～（６） ［略］

（７） 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は

使用許可条件に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使

用に制限を加えること。

（８）・（９） ［略］

３・４ ［略］
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害 3害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 4害



宮 崎 県 公 報
別記様式第６号の２を別記様式第６号の３とし、別記様式第６号の次に次の１様式を加える。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 5害



宮 崎 県 公 報
別記様式第９号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 6害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 7害



宮 崎 県 公 報
別記様式第13号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 8害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 9害



宮 崎 県 公 報
附 則

（施行期日）

１ この規則は、平成23年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この規則による改正後の公有財産取扱規則の規定は、この規則の施行の日以後に行われる手続その他の行為について適用し、同日前に

行われた手続その他の行為については、なお従前の例による。

３ この規則の施行の際現に存するこの規則による改正前の公有財産取扱規則の規定に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を

適宜補正して使用することができる。

宮崎県工業技術センター管理規則の一部を改正する規則をここに公布する。

平成23年７月28日

宮崎県知事 河 野 俊 嗣

宮崎県規則第28号

宮崎県工業技術センター管理規則の一部を改正する規則

宮崎県工業技術センター管理規則（平成10年宮崎県規則第81号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。

教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令をここに公表する。

平成23年７月28日

宮崎県教育委員会教育長 渡 辺 義 人

宮崎県教育委員会教育長訓令第４号

本 庁

各出先機関

各教育機関

教育財産等取扱規程の一部を改正する訓令

教育財産等取扱規程（昭和61年宮崎県教育委員会教育長訓令第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 10害

改正後改正前

（利用の制限）

第４条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、大研修

室等の利用を拒み、又は大研修室等からの退去を命ずることがで

きる。

（１）・（２） ［略］

（３） 暴力団関係者（暴力団員（暴力団員による不当な行為の防

止等に関する法律（平成３年法律第77号）第２条第６号に規定

する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力団

（同条第２号に規定する暴力団をいう。）若しくは暴力団員と

密接な関係を有する者をいう。）である者

（４） ［略］

（利用の制限）

第４条 所長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、大研修

室等の利用を拒み、又は大研修室等からの退去を命ずることがで

きる。

（１）・（２） ［略］

（３） ［略］

教育長訓教育長訓令令

改正後改正前

（教育財産等の貸付け）

第19条 課の長又はかいの長は、教育財産等を借り受けようとする

者については、個人にあっては教育財産等借受申請書（別記様式

第14号）を、法人又は法人格を有しない団体（以下「法人等」と

いう。）にあっては教育財産等借受申請書及び役員等一覧（別記

様式第14号の２）を提出させ、次に掲げる事項を明らかにしなけ

ればならない。ただし、役員等一覧の提出については、国、地方

公共団体その他公共団体に貸し付けるときはこの限りでない。

（１）～（11） ［略］

（12） 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律

（教育財産等の貸付け）

第19条 課の長又はかいの長は、教育財産等を借り受けようとする

者については、教育財産等借受申請書（別記様式第14号）を提出

させ、次に掲げる事項を明らかにしなければならない。

（１）～（11） ［略］
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別記様式第14号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 11害

（平成３年法律第77号）第２条第２号に規定する暴力団をいう

。以下同じ。）又は暴力団関係者（暴力団員（同条第６号に規

定する暴力団員をいう。以下この号において同じ。）又は暴力

団若しくは暴力団員と密接な関係を有する者をいう。以下同じ

。）でないこと。

（13） ［略］

２～４ ［略］

（教育財産等の貸付期間の延長及び更新）

第24条 課の長又はかいの長は、教育財産等の借受人が貸付期間の

延長又は更新を希望するときは、個人にあっては教育財産等借受

期間延長（更新）申請書（別記様式第19号）を、法人等にあって

は教育財産等借受期間延長（更新）申請書及び役員等一覧を借受

期間満了の日の15日前までに提出させなければならない。ただし

、役員等一覧の提出については、国、地方公共団体その他公共団

体に貸し付けるときはこの限りでない。

（守るべき事項等）

第25条 ［略］

２ 借受人が貸付財産を破損し、若しくは荒廃させた場合、教育長

の承認を得ないで前項各号の規定に違反した場合又は教育財産等

借受申請書に掲げる誓約事項その他契約条項に違反した場合は、

その損害を賠償させ、いつでも契約を解除することができる。

３ ［略］

（教育財産の目的外使用許可）

第29条 課の長又はかいの長は、教育財産の目的外使用の許可を受

けようとする者については、個人にあっては教育財産使用許可申

請書（別記様式第23号）を、それ以外の法人等にあっては教育財

産使用許可申請書及び役員等一覧を提出させ、次に掲げる事項を

明らかにしなければならない。ただし、役員等一覧の提出につい

ては、国、地方公共団体その他公共団体に使用させるときはこの

限りでない。

（１）～（11） ［略］

（12） 暴力団又は暴力団関係者でないこと。

（13） ［略］

２ 課の長又はかいの長は、教育財産の使用を許可したときは、教

育財産使用許可書（別記様式第24号）を使用許可の申請をした者

に交付しなければならない。この場合において、教育財産使用許

可書には、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、財産の

性質によっては、その一部を変更し、又は省略することができる

。

（１）～（６） ［略］

（７） 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は

使用許可条件若しくは教育財産使用許可申請書に掲げる誓約事

項に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使用に制限を

加えること。

（８）・（９） ［略］

３～５ ［略］

（12） ［略］

２～４ ［略］

（教育財産等の貸付期間の延長及び更新）

第24条 課の長又はかいの長は、教育財産等の借受人が貸付期間の

延長又は更新を希望するときは、教育財産等借受期間延長（更新

）申請書（別記様式第19号）を借受期間満了の日の15日前までに

提出させなければならない。

（守るべき事項等）

第25条 ［略］

２ 借受人が貸付財産を破損し、若しくは荒廃させた場合又は教育

長の承認を得ないで原状を変更し、目的以外の用途に供し、他人

に転貸した場合その他契約条項に違反した場合は、その損害を賠

償させ、いつでも契約を解除することができる。

３ ［略］

（教育財産の目的外使用許可）

第29条 課の長又はかいの長は、教育財産の目的外使用の許可を受

けようとする者については、教育財産使用許可申請書（別記様式

第23号）を提出させ、次に掲げる事項を明らかにしなければなら

ない。

（１）～（11） ［略］

（12） ［略］

２ 課の長又はかいの長は、教育財産の使用を許可したときは、教

育財産使用許可書（別記様式第24号）を使用許可の申請をした者

に交付しなければならない。この場合において、教育財産使用許

可書には、次に掲げる条件を付するものとする。ただし、財産の

性質によっては、その一部を変更し、又は省略することができる

。

（１）～（６） ［略］

（７） 公用若しくは公共用に供するため必要を生じたとき、又は

使用許可条件に違反したときは、使用許可を取り消し、又は使

用に制限を加えること。

（８）・（９） ［略］

３～５ ［略］
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害 12害



宮 崎 県 公 報 平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 13害



宮 崎 県 公 報
別記様式第14号の次に次の１様式を加える。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 14害



宮 崎 県 公 報
別記様式第19号を次のように改める。

平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号

害 15害



宮 崎 県 公 報平成 23年 ７ 月 28日（木曜日） 号外 第 64号
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附 則

（施行期日）

１ この訓令は、平成23年８月１日から施行する。

（経過措置）

２ この訓令による改正後の教育財産等取扱規程の規定は、この訓令の施行の日以後に行われる手続その他の行為について適用し、同日前

に行われた手続その他の行為については、なお従前の例による。

３ この訓令の施行の際現に存するこの訓令による改正前の教育財産等取扱規程に定める様式による用紙は、当分の間、所要の事項を適宜

補正して使用することができる。

宮崎県暴力団排除条例施行規則をここに公布する。

平成23年７月28日

宮崎県公安委員会委員長 佐 藤 勇 夫

宮崎県公安委員会規則第６号

宮崎県暴力団排除条例施行規則

（趣旨）

第１条 この規則は、宮崎県暴力団排除条例（平成23年宮崎県条例第18号。以下「条例」という。）の施行に関し必要な事項を定めるもの

とする。

（暴力団事務所の開設又は運営を禁止する区域の設定の基準となる施設）

第２条 条例第12条第１項第６号の公安委員会規則で定める施設は、社会教育調査規則（昭和35年文部省令第11号）第３条第11号に規定す

る青少年教育施設とする。

（調査の手続）

第３条 宮崎県公安委員会（以下「公安委員会」という。）は、条例第18条の説明又は資料の提出を求めるときは、説明・資料の提出要求

書（別記様式第１号）により行うものとする。

２ 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による説明を求めることが適当であると認めるときは、当該説明を求めることがで

きる。

３ 第１項の説明又は資料の提出を求められた者（前項の規定により口頭による説明を求められた者で資料の提出を行わないものを除く。

）は、公安委員会に対し、説明・資料提出書（別記様式第２号）により説明又は資料を提出するものとする。

４ 第１項の説明又は資料の提出を求めるときは、当該説明又は資料の提出に相当な期間をおいて期限（第２項の口頭による説明を求める

場合には、その期日）を定めるものとする。

５ 公安委員会は、第１項の説明又は資料の提出を求められた者が提出期限までに説明・資料提出書を提出せず、又は口頭による説明の期

日に出頭しない場合は、説明又は資料の提出を拒んだものとして取り扱うものとする。

（口頭による説明の聴取）

第４条 公安委員会は、前条第２項の口頭による説明を求めるときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させるものとする。

２ 前条第２項の口頭による説明を求められた者は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に対し、説明日時等変更申

出書（別記様式第３号）により、口頭による説明の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

３ 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による説明の日時又は場所を変更することができる。

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による説明の日時若しくは場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受けた場合で口

頭による説明の日時若しくは場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を説明日時等決定通知書（別記様式第４号）により口頭に

よる説明を求める者に通知するものとする。

（勧告の方法）

第５条 公安委員会は、条例第19条の勧告をするときは、勧告書（別記様式第５号）により行うものとする。

（事実の公表）

第６条 公安委員会は、条例第20条第１項の規定による公表をするときは、宮崎県公報への登載及びインターネットの利用により行うもの

とする。

２ 前項の公表の内容は、公安委員会が公表しようとする者（以下「当事者」という。）の氏名及び住所（法人にあっては、その名称及び

代表者の氏名並びに主たる事務所の所在地）並びに公表の原因となる事実とする。

（意見を述べる機会の付与）

第７条 公安委員会は、条例第20条第２項の意見を述べる機会を与えるときは、当事者に対し、意見聴取通知書（別記様式第６号）により

通知するものとする。

２ 公安委員会は、前項に規定する場合において、口頭による意見の聴取を行う必要があると認めるときは、その旨を通知するものとする

。

３ 公安委員会は、前項に規定する口頭による意見の聴取を行う場合を除き、当事者に対し、申述書（別記様式第７号）の提出を求めるも
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のとする。

４ 当事者は、意見を述べるに当たり、証拠資料を提出することができる。

５ 第１項の通知は、申述書の提出期限の日又は口頭による意見の聴取日時までに相当な期間をおいて行うものとする。

６ 公安委員会は、当事者が提出期限までに申述書を提出せず、又は口頭による意見の聴取日時に出頭しない場合は、意見がなかったもの

として取り扱うものとする。

（口頭による意見の聴取）

第８条 公安委員会は、前条第２項の口頭による意見の聴取を行うときは、警察本部長が指定する警察職員にこれを聴取させるものとする

。

２ 前条第２項の規定による通知を受けた者（以下「意見者」という。）は、病気その他のやむを得ない理由があるときは、公安委員会に

対し、意見聴取日時等変更申出書（別記様式第８号）により、口頭による意見の聴取の日時又は場所の変更を申し出ることができる。

３ 公安委員会は、前項の規定による申出又は職権により、口頭による意見の聴取の日時又は場所を変更することができる。

４ 公安委員会は、前項の規定により口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更したとき、又は第２項の規定による申出を受けた場

合で口頭による意見の聴取の日時若しくは場所を変更しなかったときは、速やかに、その旨を意見聴取日時等決定通知書（別記様式第９

号）により意見者に通知するものとする。

（代理人の選任）

第９条 条例第18条の規定により説明若しくは資料の提出を求められた者又は条例第20条第２項の規定により意見を述べる機会を与えられ

た者（以下「当事者等」という。）は、代理人を選任することができる。

２ 代理人は、各自、当事者等のために、説明若しくは資料の提出又は意見の聴取に関する一切の行為をすることができる。

３ 当事者等は、代理人の資格について、代理人選任届出書（別記様式第10号）を公安委員会に提出しなければならない。

４ 当事者等は、第１項の規定により選任した代理人がその資格を失ったときは、代理人資格喪失届出書（別記様式第11号）によりその旨

を公安委員会に届け出なければならない。

（委任）

第10条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、平成23年８月１日から施行する。
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